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重要事項説明書 

介護保険法に基づく第１号訪問事業 

（介護予防訪問介護相当サービス） 

 

社会福祉法人 和福祉会 

 

 

 

 

当事業所は、契約者に対して介護保険法に基づく第１号訪問事業（介護予防訪問介護相

当サービス）に関するサービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容

及び、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

※当サービスの利用は、原則として「要支援」と認定された方が対象となり

ます。要支援認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能です。 
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当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（倉敷市指定 第３３７０２０９０９４号） 
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１．事業者 

（１）法人名        社会福祉法人 和福祉会 

（２）法人所在地      岡山県倉敷市山地１２９７番地 

（３）電話番号       ０８６－４６１－００３３ 

（４）代表者氏名      理事長  三好 史了 

 

２．事業所の概要 

（１）事業所の名称     庄の里ヘルパーステーション       

（２）事業所の所在地    岡山県倉敷市山地１２９７番地 

（３）電話番号       ０８６－４６１－００３５ 

（４）緊急連絡先      ０８０－２９１１-７４０２ 

（５）対応可能時間     午前８時から午後１８時 

（６）代表者氏名      管理者   矢野 智基 

（７）事業所の種類     指定介護予防訪問介護事業所・令和３年４月１日指定 

第３３７０２０９０９４号 

（８）事業の目的      介護保険法(平成９年法律第１２３号)の理念に基づき、 

    要支援状態等にある高齢者に対し適切な介護保険法に基づく第１号訪問事業 

（介護予防訪問介護相当サービス）を提供することを目的とする。 

（９）当事業所の運営方針  事業所の訪問介護員等は、要支援者等の心身の特性を踏 

    まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入 

浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。事業の実施に当

たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、

総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

（１０）開設年月日        令和３年４月１日 

 

３．事業実施地域及び営業時間 

（１） 通常の事業の実施地域 

倉敷市・岡山市・総社市・早島町、但し、岡山市についてはＪＲ宇野線より西部でＪ

Ｒ桃太郎線より南部、総社市についてはＪＲ伯備線より東部でＪＲ桃太郎線より南部を

目処とする。 

（２）営業日及び営業時間      

営業日 年始（１月１日から１月３日）及び日曜日を除く日 

受付時間 午前８時３０分から午後５時００分までとする。 

サービス提供時間帯 午前８時００分から午後６時００分までとする。 
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４．職員の体制 

 

当事業所では、契約者に対して介護保険法に基づく第１号訪問事業（介護予防訪問介護

相当サービス）を提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。 

<主な職員の配置状況> 

※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職種 常勤 非常勤 常勤換算 指定基準 

１．事業所長（管理者） １名   １名 

２．サービス提供責任者 ２名   １名 

３．訪問介護員 ２名 ３名  ２.５名以上 

 

 

 

 

(1)介護福祉士 ２名 ２名   

(2)訪問介護養成研修１級 

（ヘルパー1級）課程修了者 
   

(3)訪問介護養成研修２級  

（ヘルパー2級）課程修了者 
 １名  

※ 都合により変更させていただく場合があります。 

 

５．当事業所が提供するサービスと利用料金 

 当事業所では、契約者の家庭に訪問し、サービスを提供します。 

当事業所が提供するサービスについて、 

（１）利用料金が介護保険から給付される場合 

（２）利用料金の全額を契約者に負担いただく場合 

があります。 

（１）保険者からの支給の対象となるサービス（契約書第４条参照） 

以下のサービスについては、利用料金の９割から７割が保険者から給付されます。 

＜サービスの概要＞ 

   ① 身体介護 

着脱・排泄・移動・体位変換・入浴・清拭・整容・食事介助 

口腔ケア・通院等介助・自立支援のための見守り的援助 

医師の指示による特別な調理・その他制度に準ずる内容 

  ② 生活援助 

調理・配下膳・洗濯・ベッドメイク・住居の掃除・ゴミ出し 

整理整頓・買い物・薬の受け取り・衣類の入れ替え等 

その他制度に準ずる内容 
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☆ 介護保険法に基づく第１号訪問事業（介護予防訪問介護相当サービス）は、自立支援 

の観点から、契約者ができる限り自ら家事等を行うことができるように支援することを目

的としています。そのため、上記のサービスは、例えば契約者が行う調理を訪問介護員が

見守りながら一緒に行うなど、契約者がその有する能力を最大限活用することができるよ

うな方法によって行います。  

 

以下のサービス内容は、介護保険制度上、サービス提供できません。 

    ×・医療行為や年金等の取扱い。 

（ ただし、買い物等に伴う少額の金銭の取扱は可能です。 

また、特別な事情がある場合、その限りではありません） 

    ×・契約者以外の洗濯・調理・買い物・布団干しなど。 

    ×・主として契約者が使用する居室以外の清掃。 

    ×・商品の販売や農作業等生産の援助的な行為。 

    ×・草むしり、植木の剪定、草木の水やり、ペットの世話など。 

    ×・大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけなど。 

    ×・来客の応接（お茶、食事の手配など） 

    ×・特別な手間をかけて行う調理（おせち料理など） 

    ×・家具・家電器具の移動、修繕など。 

 

☆ サービスの実施頻度は、介護予防ケアマネジメントにおいて、以下の支給区分が位置

づけられ、１週間あたりのサービス提供頻度が示されます。これを踏まえ、総合事業

訪問介護計画において具体的な実施日、１回あたりの時間数や実施内容等を定めます。 

支給区分 １週間あたりのサービス提供回数 

Ⅰ おおむね１回 

Ⅱ おおむね２回 

Ⅲ おおむね３回以上 

☆ 契約者に対する具体的なサービスの実施内容、実施日、時間等は、介護予防ケアマネ

ジメントを踏まえた総合事業訪問介護計画に定められます。ただし、契約者の状態の

変化、介護予防ケアマネジメントに位置付けられた目標の達成度等を踏まえ、必要に

応じて変更することがあります。 

☆ 契約者の状態の変化等により、サービス提供量が、総合事業訪問介護計画に定めた実

施回数、時間数等を大幅に上回る場合には、高齢者支援センター叉は居宅介護支援事

業所と調整の上、支給区分の変更、介護予防ケアマネジメントの変更又は要支援認定

の変更、要介護認定の申請の援助等必要な支援を行います。 

 



社会福祉法人 和福祉会 5 

 

＜サービス利用料金＞（契約書第８条参照） 

☆ 利用料金は原則として１ヶ月ごとの定額制です。サービス利用にかかる自己負担額に

ついては、市町で定めた額に「介護保険負担割合証」に記載された負担割合を乗じた

額となります。下記の基本利用料は、倉敷市が告示で定める金額であり、これが改定

された場合は、これらの基本利用料も自動的に改定されます。なお、その場合は新し

い基本利用料を書面でお知らせします。 

☆ 契約者の体調不良や状態の改善等により、総合事業訪問介護計画に定めた期日よりも

利用が少なかった場合、又は総合事業訪問介護計画に定めた期日よりも、多かった場

合であっても、日割りでの割引又は増額はしません。 

介護保険法に基づく第１号訪問事業（介護予防訪問介護相当サービス） 

サービス名称 訪問型サービス費 

（Ⅰ） 

訪問型サービス費 

（Ⅱ） 

訪問型サービス費 

（Ⅲ） 

倉敷市の対象 

要支援１・２ 

（事業対象者） 

週１回程度の訪問

型サービスが必要

とされた者 

要支援１・２ 

（事業対象者） 

週２回程度の訪問

型サービスが必要

とされた者 

要支援２ 

週２回を超える程

度の訪問型サービ

スが必要とされた

者 

サービス利用にかかる

自己負担額(１割負担) 
１，１７６円  ２，３４９円   ３，７２７円 

サービス利用にかかる

自己負担額(２割負担) 
２，３５２円 ４，６９８円 ７，４５４円 

サービス利用にかかる

自己負担額(３割負担) 
３，５２８円 ７，０４７円 １１，１８１円 

○初回加算：２００単位 

新規{過去２月に、介護保険法に基づく第１号訪問事業（介護予防訪問介護相当サービ

ス）の提供を受けていない場合}に、総合事業訪問介護計画を作成した契約者に対して、

初回に実施した、介護保険法に基づく第１号訪問事業（介護予防訪問介護相当サービス）

と同月内に、サービス提供責任者が、自ら介護保険法に基づく第１号訪問事業（介護予防

訪問介護相当サービス）を行う場合、又は、他の訪問介護員等が介護保険法に基づく第１

号訪問事業（介護予防訪問介護相当サービス）を行う際に、同行訪問した場合、月に２，

０００円(自己負担額２００円 )が加算されます。 

○介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 

介護報酬総単位数×サービス加算率（２４．５％）（一単位未満の端数四捨五入）×一

単位の単価（一円未満の端数切捨て）を、サービス利用料金とあわせて請求させていただ

きます。（区分支給限度額の算定対象からは除外されます。） 

○事業所と同一の建物に居住する利用者に、サービスを行う場合、所定利用料金から 
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１０％の減算となります。 

○保険者からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、契約者の負担額 

を変更します。 

 

（２）保険者からの給付対象とならないサービス（契約書第５条、第８条参照） 

  以下のサービスは、利用料金の全額が契約者の負担となります。 

<サービスの概要と利用料金>  

① 支給限度額を超える介護保険法に基づく第１号訪問事業（介護予防訪問介護相当サ 

ービス） 

倉敷市が定める金額の支給限度額を超えてサービスを利用される場合は、サービス利

用料金の全額が契約者の負担となります。 

② 領収証の再交付 

領収証の再発行は致しかねますので、毎月保管頂きますようお願いいたします。 

 

（３）利用料金のお支払い方法（契約書第 8条参照） 

前記（１）、（２）の料金・費用は、１か月ごとに計算し、翌月１０日に請求いたしま

すので、以下のいずれかの方法でお支払い下さい。 

 

ア．提供日（訪問時）での現金支払 （翌月２０日までにお支払下さ

い。） 

イ．下記指定口座への振り込み （翌月１８日までにお振り込み下さ

い。） 

   中国銀行 中庄支店 普通預金 １２４０７３９ 

   口 座 名： 社会福祉法人 和福祉会 

         庄の里ヘルパーステーション 

         管理者 矢野 智基 

ウ．金融機関口座からの自動引き落とし 

  利用できる金融機関：中国銀行のみ（翌月１８日引き落とし） 

※但し、日曜日・祝祭日などにかかる場合は、後の銀行営業日とします。 

 

（４）利用の中止、変更、追加（契約書第９条参照） 

○ 利用予定日の前に、契約者の都合により、介護保険法に基づく第１号訪問事業

（介護予防訪問介護相当サービス）の利用を中止又は変更することができます。この

場合にはサービスの実施日の前日までに事業者に申し出てください。 

○ サービス利用の変更・追加の申し出に対して、訪問介護員の稼働状況により契約

者の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提

示して協議します。 
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６．サービスの利用に関する留意事項 

（１）サービス提供を行う訪問介護員 

サービス提供時に、担当の訪問介護員を決定します。ただし、実際のサービス提供に

あたっては、複数の訪問介護員が交替してサービスを提供します。 

 

（２）訪問介護員の交替（契約書第６条参照） 

  ① 契約者からの交替の申し出 

選任された訪問介護員の交替を希望する場合には、当該訪問介護員が業務上不適当

と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して訪問介

護員の交替を申し出ることができます。ただし、契約者から特定の訪問介護員の指名

はできません。 

  ② 事業所からの訪問介護員の交替 

事業所の都合により、訪問介護員を交替することがあります。 

訪問介護員を交替する場合は、契約者及びその家族等に対してサービス利用上の不利

益が生じないよう十分に配慮するものとします。 

 

（３）サービス実施時の留意事項（契約書第７条参照） 

① 定められた業務以外の禁止 

契約者は「５．当事業所が提供するサービス」で定められたサービス以外の業務を事

業者に依頼することはできません。 

② 介護保険法に基づく第１号訪問事業（介護予防訪問介護相当サービス）の実施に関 

 する指示・命令 

介護保険法に基づく第１号訪問事業（介護予防訪問介護相当サービス）サービスの実

施に関する指示・命令はすべて事業者が行います。但し、事業者は訪問介護サービスの

実施にあたって契約者の事情・意向等に十分に配慮するものとします。 

③ 備品等の使用 

介護保険法に基づく第１号訪問事業（介護予防訪問介護相当サービス）の実施のため

に必要な備品等（水道・ガス・電気を含む）は無償で使用させていただきます。訪問介

護員が事業所に連絡する場合の電話等も使用させていただきます。 

 

（４）訪問介護員の禁止行為（契約書第１４条参照） 

訪問介護員は、契約者に対する介護保険法に基づく第１号訪問事業（介護予防訪問介

護相当サービス）の提供にあたって、次に該当する行為は行いません。 

①医療行為 

②契約者もしくはその家族等からの高価な物品等の授受 

③契約者の家族等に対する介護保険法に基づく第１号訪問事業（介護予防訪問介

護相当サービス）の提供 

④飲酒及び契約者もしくはその家族等の同意なしに行う喫煙 
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④ 契約者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動 

⑤ その他契約者もしくはその家族等に行う迷惑行為 

７．身体拘束の禁止と虐待防止のための処置について（契約書第２４条参照） 

（１）当事業所は、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他契約者の行動を制限 

する行為を行わないものとし、やむを得ず行う場合にはその様態及び時間、契約者の 

 心身状況並びに緊急やむを得ない理由等必要な事項を記録します。 

（緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合） 

 

・契約者本人又は従業者の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高い場合。 

・身体拘束その他の拘束制限を行う以外に代替する介護方法がない場合。 

・身体拘束その他の拘束制限が一時的なものである場合。 

 

（２）当事業所は、介護保険法に基づく第１号訪問事業（介護予防訪問介護相当サービ 

ス）の提供にあたり、事業者又は擁護者に虐待を受けたと思われる契約者を発見した場合

は、速やかに、これを市町村に通報します。 

（３）事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止の為、次の措置を講ずるものとし 

ます。 

①虐待の防止のための指針を整備する。 

②虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果を職員に周知

徹底する。 

③虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 

④虐待防止を実施する為の担当者を置く。 

  ○虐待防止に関する責任者  サービス提供責任者 古田 幸枝 

 

８．守秘義務及び個人情報の保護 （契約書第１３条参照） 

(１) 事業者及びその従業者は、在職中及び退職後においても、正当な理由なくその業 

務上知り得た契約者又はその家族の秘密を第三者に漏らしません。これは、この契約終了

後も同様とします。 

(２) 当事業所は、契約者の個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」及び 

厚生労働大臣が策定した「医療・介護関係従事者における個人情報の適切な取扱いの 

ためのガイダンス」を遵守し、適切な取扱いに努めるものとします。 

 （３）その他、広報誌、ホームページ、庄の里が管理するＳＮＳ等に掲載する場合があ 

ります。 

 

 

９．苦情の受付について（契約書第２３条参照） 

（１）苦情の受付 
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当事業所に対する苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

 ○苦情受付窓口  サービス提供責任者 古田 幸枝 

電話番号 ０８６-４６１-００３５ 

受付時間 ８：３０～１７：００ 

                  （月～土、１/１～１/３を除く） 

行政機関その他苦情受付機関 

倉敷市役所 介護保険課 

所 在 地  岡山県倉敷市西中新田６４０ 

電話番号   ０８６－４２６－３３４３ 

受付時間   ８：３０～１７：１５ 
（月～金、ただし祝日及び１２/２９～１/３を除く） 

FAX番号  ０８６－４２１－４４１７ 

岡山市役所 介護保険課 

所 在 地  岡山県岡山市北区鹿田町１-１-１ 

電話番号  ０８６－８０３－１２４０ 

受付時間   ８：３０～１７：１５ 
（月～金、ただし祝日及び１２/２９～１/３を除く） 

FAX番号  ０８６－８０３－１８６９ 

総社市役所 長寿介護課 

所 在 地  岡山県総社市中央１-１-１ 

電話番号  ０８６６－９２－８３６９ 

受付時間   ８：３０～１７：１５ 
（月～金、ただし祝日及び１２/２９～１/３を除く） 

FAX番号  ０８６６－９２－８３８５ 

早島町役場 健康福祉課 

所 在 地  岡山県都窪郡早島町大字前潟３６０-１ 

電話番号  ０８６－４８２－２４８３ 

受付時間   ８：３０～１７：１５ 
（月～金、ただし祝日及び１２/２９～１/３を除く） 

FAX番号  ０８６－４８３－０５６４ 

倉敷市役所 健康長寿課 

所 在 地  岡山県倉敷市西中新田６４０ 

電話番号   ０８６－４２６－３３１５ 

受付時間   ８：３０～１７：１５ 
（月～金、ただし祝日及び１２/２９～１/３を除く） 

FAX番号  ０８６－４２２－２０１６ 

岡山県国民健康 

保険団体連合会 

所 在 地  岡山県岡山市北区桑田町１７-６ 

電話番号  ０８６－２２３－８８１１ 

受付時間   ９：００～１７：００ 
（月～金、ただし祝日及び１２/２９～１/３を除く） 

FAX番号  ０８６－２２３－９１０９ 

福祉サービス苦情解決委員会 

（岡山県運営適正化委員会） 

所 在 地  岡山県岡山市北区南方２-１３-１ 

電話番号  ０８６－２２６－９４００ 

受付時間   ９：００～１７：１５ 
（月～金、ただし祝日及び１２/２９～１/３を除く） 

FAX番号  ０８６－２２６－９４００ 

（２） 苦情処理を行う為の処理体制・手順 
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１.受付者より、住所、氏名、電話番号、内容の報告を受ける。 

２.相談又は苦情窓口担当者は、利用者及び家族へ連絡し、状況を明確にする。 

３.場合により利用者及び家族宅を訪問し、詳細に状況を分析し、明確なものとする。 

４.相談又は苦情窓口担当者は、必要であると判断した場合は、関係者を含めた検討委

員会を開き記録する。 

５.検討委員会を行わない場合には、必ず管理者まで処理結果を報告するとともに、記

録を残して、再発防止に心がける。 

６.検討は早急に対応し、対応結果は翌日までには具体化し、利用者にも納得していた

だけるよう心がける。 

７.発生した内容においては全て記録を残し、その完結の日から５年間保存、再発を防

ぐ。 

 

１０．緊急時の対応方法について（契約書第１２条参照） 

契約者へのサービス提供時において、契約者に病状の急変が生じた場合、その他必

要な場合には、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、契約

者が予め指定する連絡先、担当居宅介護支援事業所にも連絡します。 

 また、取った措置についてケース記録に記載します。 

 

１１．業務継続に向けた取り組み 

 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するた

めの、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、当該業務

継続計画に従って必要な措置を講じます。また、従業者に対し、業務継続計画について周知すると

ともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。定期的に業務継続計画の見直しを行い、業務

継続計画の変更を行います。 

 

１２．感染症対策について 

 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。 

訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。事業所の設備及び備品

等について衛生的な管理に努めます。また、事業所における感染症の予防及びまん延防止のための

対策を検討する委員会をおおむね６月に１回開催するとともに、その結果について、従業員に周知

徹底し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。 

 

１３．第三者による評価の実施 

第三者による評価の実施 １ あり 実施日  

評価機関名  

結果の開示 １あり  ２なし 

２ なし 

令和  年  月  日 
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介護保険法に基づく第１号訪問事業（介護予防訪問介護相当サービス）の提供開始に当

たり、本書面に基づいて重要事項を説明しました。 

事業者      住所    岡山県倉敷市山地１２９７番地 

法人名   社会福祉法人 和福祉会  

代表者   理事長 三好 史了         

事業所      住所    岡山県倉敷市山地１２９７番地 

事業所名  庄の里ヘルパーステーション 
代表者   管理者 矢野 智基         

電話番号  ０８６－４６１－００３５ 
説明者    サービス提供責任者 古田 幸枝 

          
私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、介護保険法に基づく第１号

訪問事業（介護予防訪問介護相当サービス）の提供開始に同意しました。 

また、サービス利用者及び家族の個人情報を、利用目的の必要最低限の範囲内で使用、

提供、または収集することにも同意しました。 

利用者   住所                           

                                   

氏名                                           

                             

電話番号  （    ）      －            

                                       

署名代行者   住所                           

                                   

氏名                           

                             

電話番号  （    ）      －            

                             

         続柄                              

署名代行した理由  

                                     

ご家族      住所                           

                                     

氏名                           

                             

電話番号  （    ）      －            

                             
          続柄                           
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※ この重要事項説明書は、厚生省令第３５号（平成１８年３月１４日）第８条の規

定に基づき、利用申込者又はその家族への重要事項説明のために作成したもので

す。 

＜重要事項説明書付属文書＞ 

１．契約締結からサービス提供までの流れ 

（１）契約者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、「介護予防サ

ービス計画（ケアプラン）」又は「介護予防ケアマネジメント」を踏まえ、契約締結後に作

成する「介護予防訪問介護計画」に定めます。契約締結からサービス提供までの流れは次

の通りです。（契約書第３条参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）契約者に係る「介護予防サービス計画（ケアプラン）」又は「介護予防ケアマネジ 

メント」が作成されていない場合のサービス提供の流れは次の通りです。 

①要支援認定を受けている場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②介護予防訪問介護計画は、介護予防サービス計画（ケアプラン）又は介

護予防ケアマネジメントが変更された場合、もしくは契約者及びその家族

等の要請に応じて、変更の必要があるかどうかを確認し、変更の必要のあ

る場合には、契約者及びその家族等と協議して、介護予防訪問介護計画を

変更します。 

③介護予防訪問介護計画が変更された場合には、契約者に対して書面を交

付し、その内容を確認していただきます。 

①介護予防訪問介護計画の原案について、契約者及びその家族等に対して

説明し、同意を得たうえで決定します。 

介護予防サービス計画（ケアプラン）又は「介護予防ケアマネジメント」の作成 

○介護予防支援事業者の紹介等必要な支援を行います。 

○介護予防訪問介護計画を作成し、それに基づき、契約者にサービスを提供しま

す。 
○介護保険給付対象サービスについては、利用料金をいったん全額お支払いいた
だきます。（償還払い） 

 
 
 

○作成された介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントに沿って、介護 

予防訪問介護計画を変更し、それに基づき、契約者にサービスを提供いたします。 
○介護保険給付対象サービスについては、介護保険の給付費額を除いた料金 
（自己負担額）をお支払い頂きます。 
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②要支援認定を受けていない場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

２．サービス提供における事業者の義務（契約書第１２条、第１３条参照） 

当事業所では、契約者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。 

①契約者の生命、身体、財産の安全･確保に配慮します。 

②契約者の体調、健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連携のう

え、契約者から聴取、確認します。 

③契約者に提供したサービスについて記録を作成し、完結の日から５年間保管すると

ともに、契約者又は代理人の請求に応じて閲覧できるものとし、複写物を交付しま

す。 

④契約者へのサービス提供時において、契約者に病状の急変が生じた場合その他必要

な場合には、速やかに主治医、契約者の家族、担当介護予防支援事業所への連絡を行

う等必要な処置を講じます。 

○ 要支援認定の申請に必要な支援を行います。 

○ 介護予防訪問介護計画を作成し、それに基づき、契約者にサービスを提供します。 

○ 介護保険給付対象サービスについては、利用料金をいったん全額お支払い頂きます 

（償還払い） 

居宅サービス計画の作成 

○介護予防サービス計画

（ケアプラン）又は介護

予防ケアマネジメントを

作成して頂きます。必要

に応じて介護予防支援事

業者の紹介等必要な支援

を行います。 

要介護と認定された場合 

○居宅介護支援事業者

への紹介を行います。 

要支援と認定された場

合 

自立と認定された場合 

○契約は終了します。 

○既に実施されたサー

ビスの利用料金は全額

自己負担となります。 

○作成された介護予防サービ

ス計画又は介護予防ケアマネ

ジメントの作成に沿って、介

護予防訪問介護計画を変更

し、それに基づき、契約者に

サービスを提供します。 

○介護保険給付又は倉敷市か

らの支給対象サービスについ

ては、介護保険の給付費額を

除いた料金（自己負担額）を

お支払い頂きます。 

介護予防サービス計画又は 

介護予防ケアマネジメントの

作成 

 
○本事業所の通所介護サービスが居宅サービス

計画に位置づけられた場合には、訪問介護サー

ビスについて、料金やサービス内容について説

明し、同意いただけた場合には訪問介護サービ

スを提供します。 

○作成されたサービス計画に沿って、訪問介護

計画を作成し、それに基づき、契約者に訪問介

護サービスを提供します。 

○介護保険給付対象サービスについては、介護

保険の給付費額を除いた料金（自己負担額）を

お支払い頂きます。 
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⑤契約者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、

契約者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

⑥契約者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行いません。 

但し、契約者又は他のご利用者等の生命、身体を保護するために緊急やむを得ない場

合には、記録を記載するなど、適正な手続きにより身体等を拘束する場合がありま

す。 

⑦事業者及びサービス従事者又は従業員は、サービスを提供するにあたって知り得た

契約者又は契約者の家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩しません。

この守秘義務は、本契約が終了した後も継続します。 

⑧個人情報については、法人の運営する各事業が提供するサービスが適正かつ円滑に

提供するために必要な範囲内で情報を収集し、各事業所責任者のもとに保管するとと

もに、利用目的に沿った利用を行います。但し、第３項「事例研究及び広報物に伴う

利用目的」に同意できない場合は、お申し出て下さい。利用をいたしません。なお、

下記以外への情報提供を行う場合は、事前に契約者又は家族に同意を得た上で実施い

たします。 

（1）当施設内での利用目的 

1）当施設が契約者に提供する介護サービス 

2）介護保険請求等に係る業務 

3）介護サービスの利用に係る当施設の管理運営業務等 

◎ 入退居等の管理 

◎ 会計・経理 

◎ 事故等の報告 

◎ 利用者の介護サービスの向上 

◎ 施設の管理運営業務に必要な場合 

◎ 介護サービスや業務の維持・改善等の資料作成 

◎ 当施設が行う実習生・ボランティア等の受入れ 

（2）他の介護事業者等への情報提供を伴う利用目的 

1）当施設が契約者等に提供する介護サービス 

◎ 契約者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業所や居宅介護支援事

業所との連携（サービス担当者会議等）、照会への回答等 

◎ その他の業務委託 

◎ 契約者の診療等にあたり、外部の医師の助言・指示を求める場合 

◎ 家族等への心身の状況説明 

2）介護保険事務 

◎ 審査支払い機関へのレセプトの提出 

◎ 審査支払い機関又は保険者からの照会の回答 

3）損害賠償等に係る保険会社への相談又は届出等 

4）当施設の管理運営業務に対する内外部監査機関への情報提供等 

5）施設の管理運営業務に必要な場合 

（3）事例研究及び広報物に伴う利用目的 

1）社内外研修や事例研究 

2）当施設が発行する広報誌による氏名・生年月日・写真等の掲載 

3）当施設内での氏名・生年月日・写真等の掲示 
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３．損害賠償について（契約書第１５条、第１６条参照） 

 事業者の責任により契約者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を賠償

いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。ただし、その損害の発生について、

契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相

当と認められる時に限り、事業者の損害賠償責任を減じる場合があります。 

４．サービス利用をやめる場合（契約の終了について） 

契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要支援認定の有効期間満了日までですが、

契約期間満了の２日前までに契約者から契約終了の申し入れがない場合には、契約は更に

同じ条件で更新され、以後も同様となります。 

 

契約期間中は、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができ

ますが、仮に次のような事項に該当するに至った場合には、当事業所との契約は終了しま

す。（契約書第１８条参照） 

①ご契約者が死亡した場合 

②要支援認定又は要介護認定により契約者の心身の状況が自立と判定された場合 

③事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合 

④施設の滅失や重大な毀損により、契約者に対するサービスの提供が不可能になった場合 

⑤当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

⑥契約者から解約又は契約解除の申し出があった場合（詳細は以下をご参照下さい。） 

⑦事業者から契約解除を申し出た場合（詳細は以下をご参照下さい。） 

 

（１）契約者からの解約・契約解除の申し出（契約書第１９条、第２０条参照） 

 契約の有効期間であっても、契約者から利用契約を解約することができます。その場

合には、契約終了を希望する日の３日前までに解約届出書をご提出ください。 

但し、以下の場合には、即時に契約を解約・解除することができます。 

①介護保険給付又は保険者からの支給対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合 

②契約者が入院された場合 

③契約者に係る介護予防サービス計画（ケアプラン）又は介護予防ケアマネジメントが変更され

た場合 

④事業所もしくはサービス従業者が正当な理由なく本契約に定める訪問介護サービスを実施し

ない場合 

⑤事業者もしくはサービス従業者が守秘義務に違反した場合 

⑥事業者もしくはサービス従業者が故意又は過失により契約者の身体・財物・信用等を傷つけ、

又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合 
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（２）事業者からの契約解除の申し出（契約書第２１条参照） 

以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。 

①契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告

げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

②契約者による、サービス利用料金の支払いが３か月以上遅延し、相当期間を定めた催告にも

かかわらずこれが支払われない場合 

③契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従業者もしくは他の利用者等の生

命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続

しがたい重大な事情を生じさせた場合 

（３）契約の終了に伴う援助（契約書第１８条参照） 

   契約が終了する場合には、事業者は契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘

案し、必要な援助を行うよう努めます。 

 


